
 

 

 

 

令和５年度 

地域経済政策推進事業費補助金 

（地域の伝統・魅力等発信支援事業） 

第二次公募要領 

 

≪福島県を対象とする事業≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 ６月１９日 

株式会社福島中央テレビ 

（補助事業者・事務局） 

 

 

 

 



1 

 

事業開始までの流れ 
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令和５年度 

「地域経済政策推進事業費補助金（地域の伝統・魅力等発信支援事業）」 

第二次公募要領（福島県を対象とする事業） 

 

 株式会社福島中央テレビ（以下「事務局」という。）は、令和５年度「地域経済政策推進事業費補助金

（地域の伝統・魅力等発信支援事業）」の補助事業者として、福島県内で地域の伝統・魅力等の発信や、

交流人口拡大のための取組を行う事業（以下「間接補助事業」という。）を実施する民間団体等（以下「間

接補助事業者」という。）を以下の要領で広く募集します。 

 

１．事業の目的 

福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評被害が続いています。このため本事業で

は、事故による避難指示等の対象となった福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村（以下「被災１２市町村」という。）を中心とした

福島県の伝統・魅力等の発信を支援、国民の福島県への関心を高めます。さらに、復興の現状等、正確な

情報を伝達する基盤を整備することで、福島県の風評払拭や交流人口拡大を目指します。 

 

２．事業スキーム 

 

 

本事業は、被災１２市町村を中心とした福島県の風評払拭や交流人口の拡大を目指し、地域の伝統・魅

力等の発信を行う民間団体等（間接補助事業者）の事業を支援するもので、経済産業省から補助金の交付

を受けた株式会社福島中央テレビ（事務局）が、事業費の一部を補助します。補助事業の採択は、第三者

委員会による書類審査、プレゼンテーション審査により決定します。 

 

３．対象事業 

 補助対象となるのは、被災１２市町村を中心とした福島県における風評払拭や交流人口拡大に向けて

取り組まれる、以下①～⑥のいずれかに該当、かつ具体的な成果が見込まれる事業です。 

 

① 福島県の伝統・文化・産業の認知度向上に向けた情報発信 

② 福島県の復興状況や先進的な取組等の認知度向上に向けた情報発信 

③ 福島県産品等の購買促進に向けた情報発信 

（イベント・ツアー等の開催を含む。） 
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④ 福島県内の施設等への誘客促進に向けた情報発信 

（イベント・ツアー等の開催を含む。） 

⑤ 福島県内の水産業等の振興に向けた情報発信 

（イベント・ツアー等の開催を含む。） 

⑥ その他、福島県の伝統・魅力等の発信に資する取組 

 

 

 

 

４．事業実施期間 

交付決定日～原則 令和６年１月３１日（水）まで 

令和６年１月３１日までに支払を終えた経費が補助対象経費となります。ただし、

事務局に事前に相談をしたものについては、令和６年１月３１日を超えた実施期

間に設定することができます。 

 

５．事業計画及び報告書の提出 

間接補助事業者は、採択時に具体的な事業計画の提出に加え、以下報告書の提出を必須とします。報告

書の内容等については、事前に事務局と協議するものとします。 

 

①  月次報告書 

 事業やＫＰＩの進捗状況、情報発信の状況および支出状況を毎月報告書にて提出するも

のとします。 

②  中間報告書 

 １１月頃を目途に間接補助事業者の事務処理状況を把握するため、中間報告を実施しま

す。事業の実施状況のほか、経費の執行状況について証憑書類の提出を行い、検査を実施

します。 

③  実績報告書 

 補助事業が終了（廃止の承認を受けた場合を含む。）した際には、取組の実施概要を報告

するとともに、提出書類及び帳票類を適切にとりまとめた実績報告書を事務局に提出す

ることとします。 

 

（実績報告書の提出）※以下のうち、いずれか早い日 

① 令和６年２月２９日（木） 

② 事業が完了した日から起算して３０日以内 
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６．補助金支払スケジュール※以下のうち、いずれか早い日 

 

①  令和６年３月末日 

②  実績報告書を提出後、支払金額が確定した月の翌月末日 

※ 期限までに実績報告書の提出がない場合、補助金の支払いができなくなりますのでご注

意ください。 

※ 事業計画の段階で事業終了日が令和６年１月３１日以降になると見込まれる場合は、事

前に必ず事務局へ相談してください。事前相談なく取組・支払遅延が発生した場合は、補

助金の支払いができなくなりますのでご注意ください 

 

７．感染症対策 

比較的規模の大きいイベント等を開催する際は、実施時の政府の基本的対処方針を踏まえて、適切に対

応してください。 

 

８．事業の周知活動（協力要請） 

間接補助事業者は、事業進捗やイベント等の成果、商材・サービスの情報など、事務局の求めに応じて

情報を提供するとともに、事務局から取材依頼があった場合は可能な限り協力することとします。 

 

９．申請資格 

本事業の対象となる申請者は、次の①から⑦の条件の全てを満たす民間団体等とします。なお、法人格

の有無は問いません。複数の法人・団体・個人が任意団体を結成し申請することも可能ですが、その場合

には事業費および事業実施におけるそれぞれの負担を申請書に明記することとします。コンソーシアム

形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業計画書を提出して下さい。

（ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。） 

※会社登記のない実行委員会も可としていますが、活動状況を別途事務局より確認させて頂きます。 

 

① 次のａからｅのいずれにも該当しない者であること。 

a. 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき。 

b. 役員等（役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、その他

経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同法第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

c. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

d. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

e. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 
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② 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平１５・０１・２９会課第

１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 

③ 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有し

ていること。 

⑤ 事業の目的に合致した活動を行う団体等であり、特定の政治、思想、宗教の活動を主たる目的とした

団体等でないこと。 

⑥ 経済産業省及び事務局が本事業で得られた成果・課題等を取りまとめて公表すること、取りまとめる

にあたってヒアリング等を受けることに同意すること。 

 

 

 

 

 

 

１０．補助金交付 

（１）補助対象費用 

 人件費を除いた、福島県の伝統・魅力の発信や交流人口拡大のための取組に要する経費を補助対象費

用とします。事業計画および交付申請の段階で、対象経費として記載されていない費目を事業開始後に

追加することは認められませんので、予め必要経費を漏れなく記載して下さい。 

 補助対象となる経費は、本事業のために新たに発生する経費として明確に区分できるものであり、そ

の経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です（対象経費は、

交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。）。 

 また、１件あたり１０万円以上（税込）を要する経費については、原則として３社以上（実際に発注す

ることになる企業以外に２社）から見積をとることが必要となります。ただし、発注（委託）する事業内

容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当する企業を随意の契約先とすることができます。その

場合、当該企業等を随意契約の対象とするための理由書が必要となります。 

 なお、補助事業の実施にあたって収入があった場合は、収入金と補助対象経費の合計が補助事業に要

する経費（総額）を超えないよう補助金交付額を減額します。 

 

対象経費 内 容 備 考 

会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シン

ポジウム等に要する経費（お茶代等） 

食事代、菓子・アルコール代

は含まない。 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・

シンポジウム等に招聘した外部専門家等に

対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等

に対する謝金等） 

事業の参加者への謝金、申請

法人・団体等構成員への謝金

は補助対象外。 
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調査費 マーケティング調査等に関連する費用  

会場借料 イベント会場や会議室などの借り上げ費用、

会場に付随する機材借料 

 

運営費  イベントの運営費  

会場設営・ 

撤去費 

イベント会場の設営や造作物の撤去費用  

機器等借料 機材などをレンタル・リースする費用  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外

出張に係る経費 

自家用車で移動する際のガソ

リン代、駐車場代、宿泊に伴

う食事代は補助対象外。 

輸送費 物品や機材等の輸送にかかる費用  

翻訳費 プロモーションツール等に対する言語の翻

訳費用 

 

 

通訳費 海外及び国内での外国語話者とのコミュニ

ケーションのための通訳にかかる費用 

 

デザイン費 チラシやポスター、パンフレット、Ｗｅｂ 

サイト等のデザイン制作にかかる費用 

 

出演料 著名人等の出演にかかる費用  

広報費  新聞や雑誌等に広告を掲載するための費用、

その他広報業務を行うにあたり必要となる

経費 

 

印刷製本費 チラシやポスター、パンフレット・リーフレ

ット、事業成果報告書等の印刷製本に関する

経費 

 

外注費 補助事業者が直接実施することができない

もの又は適当でないものについて、他の事業

者に外注するために必要な経費（請負契約） 

 

補助員人件費  イベントの運営などに必要となる補助員（ア

ルバイト等）にかかる経費 

申請法人・団体等の構成員、

参加者への人件費は補助対象

外。 

消耗品費 文具、イベントなどで必要となる材料費など

（ただし、当該事業のみで使用されることが

確認できるもの） 

販売のための材料費等、収益

となるような費用、手土産品、

返礼品等は含まない。 

文献購入費  取組に必要な書籍・雑誌等の購入費用  

通信運搬費 切手代、メール便、宅配便、国際郵便など輸

送にかかる費用 

本事業の事務局への発送費は

補助対象外。 
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委託費 補助事業者が直接実施することができない

もの又は適当でないものについて、他の事業

者に行わせるために必要な経費（委任契約） 

 

その他諸経費 コピー代、写真現像代、送迎・随行に係る移

動費、会場警備、著作権使用料、保険料等他

費目に該当しない雑費、上記以外の費用のう

ち、特に必要と認められるもの 

新型コロナウイルス感染症拡

大防止のために必要となる経

費は、本項目として計上して

ください。 

※事業の中で販売を行う場合は補助を受けた経費について商品価格へ転嫁しないこと。 

 

以下の経費については、原則として対象外となります。 

 施設・車両・設備の購入や整備、用地の取得等に係る経費 

 銀行等金融機関への振込手数料 

 申請法人・団体の構成員の人件費 

 申請書や報告書等の作成・郵送・管理に係る経費 

 提案のあった取組の実施に直接必要とならない経費 

 交付決定日前に発注・購入・契約等を実施したものに係る経費 

 国や地方公共団体、民間団体等から他の制度による補助、助成を受けている経費 

 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基

づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に御相談くだ

さい。） 

 公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

 

（消費税の取り扱いについて） 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、交付規程に

基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。これは、事業者

が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額について報告をさせ返

還を命じることにより、事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを

防止するため規定されています。しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告

に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや、事業者における煩雑な事務手続

回避の観点から、原則として、消費税等は補助対象経費対象外とします。ただし、以下に掲げる間

接補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、消費税等を補助対象経

費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

 

① 消費税法における納税義務者とならない事業者 

② 免税事業者である事業者 

③ 簡易課税事業者である事業者 

④ 国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表第三に
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掲げる法人の事業者 

⑤ 国又は地方公共団体の一般会計である事業者 

⑥ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選

択する事業者 

 

（２）採択予定件数・事業規模 

 本年度５件程度を採択することとします。１事業にあたり５，０００千円～３０，０００千円で目標件

数を採択することを目指します。ただし、申請状況次第では、再募集する場合もあります。 

 

（３）補助率 

補助対象経費の定額（２／３）以内とします。但し、申請事業の事業主体が大企業であると判断される

場合は１／２以内とします。なお、最終的な実施内容、交付決定額については、事務局で決定することと

します。調整の結果、申請額を減額すること等を条件として採択となる場合もあることをご了承くださ

い。 

※大企業…資本金３億円以上ならびに従業員３００人以上の企業 

 

（４）支払時期（概算払いについて） 

 ６．補助金支払スケジュールにもある通り、補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払とな

ります。ただし、必要があると認められる経費については、概算払（途中精算）をすることができます。 

 

（５）支出口座の設定 

 間接補助事業者は、本事業専用の銀行口座を設定し、補助金の受取、費用の支出を行うこととします。

理由なく専用口座を使わずに事業を実施した場合、補助金の支払ができない場合もありますのでご注意

ください。 

 また、代表、経理責任者を設け、確実に経理処理を実行できる体制を整えるものとします。 

 

（６）支払額の確定方法 

 ６．補助金支払スケジュールにもある通り、補助金の支払は、実績報告書の提出後に行われます。実績

報告書に基づいた調査により、支払額が確定します。支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内

であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支

を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳

格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。 

 なお、補助対象として経費計上しているもので委託契約を結んでいる場合については、事業終了後の

実績報告書提出の際に、契約先事業者（ただし、税込み１００万円以上の取引に限る。）の事業者名、間

接補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料を添付してください。委

託先からさらに委託をしている場合（再委託などを行っている場合で、税込み１００万円以上の取引に

限る。）も、上記同様に、実施体制資料に記述してください（再々委託先については金額の記述は不要）。 
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１１．申請手続き 

（１）第二次公募期間 

公募開始：令和５年 ６月１９日（月） 

公募締切：令和５年 ７月１０日（月） １７：００（必着） 

 

（２）公募説明会の実施 別紙参照 

申請検討者に対してオンラインテレビ会議システムを活用した公募説明会を実施します。参加を希望

する方は、以下のアドレスに必要事項を記載の上、メールにてお申し込みください。事務局より公募説明

会の案内をお送り致します。なお、初めて申請される方は原則参加頂くようお願い致します。 

 

≪日程≫ 

 日時 令和５年 ６月２３日（金）①１０：００～ ②１４：００～ ※概ね６０分程度 

 （オンラインによるテレビ会議形式のみで実施） 

 

≪申し込み方法≫ 

 下記要領でメールを送信頂きますと、アクセス方法等ご案内のメールを送らせて頂きます。 

 

 宛先 ｃｈｉｉｋｉ＠ｆｃｔ．ｊｐ 

 送信先 地域の伝統・魅力等発信支援事業事務局 

 件名 （説明会申し込み）地域の伝統・魅力等発信支援事業 

 

メール本文には、「企業名等の所属先」「氏名」「代表者連絡先（電話番号とメールアドレス）」

を記入してください。 

※初めて申請される方を除いては、公募説明会に参加しなくても申請は可能です。 

 

（３）個別相談の実施 別紙参照 

 申請検討者に対して、下記の要領で事前予約制の個別相談を実施します。個別相談を希望する方は、以

下のアドレスに必要事項を記載の上、メールにてお申し込みください。事務局より個別相談の案内をお

送り致します。 

 

≪日程≫ 

日時 令和５年 ６月２７日（火）・ ６月２８日（水） 

                       

オンラインによるテレビ会議方式、もしくは電話相談となります。 

 

時間 ・１回６０分を目安とします。 

  ・公募期間内複数回の相談も可。ただし、新規での相談を優先します。 
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≪申し込み方法≫ 

 下記要領でメールを送信頂きますと、追ってご案内のメールを送らせて頂きます。 

 （アクセス方法も含めて送らせて頂きます。） 

 

 宛先 ｃｈｉｉｋｉ＠ｆｃｔ．ｊｐ 

 送信先 地域の伝統・魅力等発信支援事業事務局 

 件名 （個別相談申し込み）地域の伝統・魅力等発信支援事業 

 

メール本文には、「企業名等の所属先」「氏名」「相談者連絡先（電話番号とメールアドレス）」

「相談内容」を記入してください。さらに希望の日程の第１候補、第２候補、第３候補まで

記入してください。 

※個別相談を受けなくても申請はできます。相談を受けることで採択を保証するものではありません。 

 

（４）申請書類 

 申請に必要な書類は以下の通りです。本事業のＷＥＢサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｍｉｒｙｏｋｕ．ｆｕ

ｋｕｓｈｉｍａ．ｊｐ）より必要書類をダウンロードできます。以下の書類を、必ず編集可能な形式（Ｗ

ｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）でお送りください。可能な限り、ＰＤＦも併せてお送りく

ださい。 

 

① 申請書（ファイル形式：Ｗｏｒｄ） 

② 事業計画書（ファイル形式：Ｗｏｒｄ） 

③ 事業概要書（ファイル形式：ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ） 

④ 支出計画書（ファイル形式：Ｅｘｃｅｌ） 

⑤ 団体等の概要および実施体制を示す資料 

⑥ 収支決算書（総会資料等で可） 

⑦ 団体等の定款、規約、会則等（総会資料等で可） 

⑧ 非課税や免税事業者であることを証明する書類※該当する場合 

⑨ 賃上げの実施表明書類（覚書、社内通達等）※該当する場合 注１ 

 

 

注１ 賃上げを行う企業に対して加点処理を実施します（提出は該当企業のみ）。詳細につい

ては、「１２．審査・採択」を参照。  
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［申請書類作成における注意］ 

 申請書と事業計画書の合計枚数は、Ａ４用紙３０枚以内を上限とします。 

 支出計画書は、現時点で支出が見込まれる項目を具体的に記載してください。 

 ファイル名は以下の記載に統一するものとします。冒頭の番号は、上記、申請書類一

覧を参照ください。 

【番号】申請企業・団体名＿ファイル名 

（例）【①】株式会社○○水産＿申請書 

 セキュリティの都合上、メールがサーバー内に隔離されてしまう可能性もあります。

到着確認メールを送らせて頂きますので、必ずご確認ください。 

 ３ＭＢ以上のファイルを送る際には、ファイル共有サービスを活用頂くか、複数メー

ルに分けてお送りください。 

 

（５）申請方法 

【電子申請の場合】 

本補助金は、補助金申請システムＪグランツより応募を受け付けます。当該システムを通じて行なわれ

た申請に対しては、原則として当該申請システムで通知等を行います。また、事業者情報の再入力の手間

を省くため、採択後の手続きにおいても活用頂きます。 

※ ＪグランツのＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｊｇｒａｎｔｓ‐ｐｏｒｔａｌ．ｇｏ．ｊｐ 

※ なお、電子申請をされる場合は、ＧビズＩＤプライムアカウント（ｈｔｔｐ：／／ｇｂｉｚ－ｉｄ．ｇｏ．

ｊｐ／ｔｏｐ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）の作成が必要になります。アカウントの取得には２週間程度が必

要となるため、公募締切に間に合うよう余裕をもって手続きを実施してください。 

 

【メール申請の場合】 

本事業のＷＥＢサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｍｉｒｙｏｋｕ．ｆｕｋｕｓｈｉｍａ．ｊｐ）より必要書類

をダウンロードの上、必要事項を記載して下記要領でメールに添付して申請してください。メール到着

を確認次第、到着確認のメールを送信します。なおメールは到着確認であり、審査要件を満たしているこ

とを通知するものではありません。 

 

 宛先 ｃｈｉｉｋｉ＠ｆｃｔ．ｊｐ 

 送信先 地域の伝統・魅力等発信支援事業事務局 

 件名 （間接補助事業者応募申請）地域の伝統・魅力等発信支援事業 

※必ず、上記の件名で送信頂きますようお願いします。 

 

メール本文には、「企業名等の所属先」「氏名」「連絡先（電話番号とメールアドレス）」を記

入してください。 

※ 提出された申請書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 
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※ 申請書類は返却しません。 

※ 機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利

益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

※ 申請書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費用は支給さ

れません。 

※ 申請書に記載する内容は、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約できる

内容のみ記載してください。採択後に事務局との協議を経たうえで、最終的な事業計画の承認を行い

ます。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、

不採択となることがあります。 

 

１２．審査・採択 

（１）審査方法 

 第三者委員会にて申請書類による書類審査を行い、書類審査を通過した申請者については、プレゼン

テーション審査を実施します。書類審査とプレゼンテーション審査を合わせた結果により採択案件を決

定します。 

プレゼンテーション審査に進む申請者へは、令和５年 ７月２１日（金）１７：００までに、電話また

はメールにて連絡します。プレゼンテーション審査の日程は以下を予定していますので、調整のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

［プレゼンテーション審査について］ 

開催日時 令和５年 ７月２５日（火） ９：００～２０：００ 

場  所 オンライン形式、もしくは福島市・郡山市のいずれかの会場にて実施予定。 

※ それぞれの企業等、団体の時間については追ってご連絡します。 

※ 審査にあたっては、必要に応じてヒアリングや現地調査を実施するほか追加資料の提

出を求めることがあります。 

※ プレゼンテーション審査においては、申請書類を基本としますが、事業の概要を補足

する資料や強調したいポイントなどの資料をプレゼンテーション審査時に使用は可

能です。 

 

（２）審査基準 

以下の審査基準を踏まえて作成する審査表に基づき、総合的な評価を行います。 

 

申請書類に不備がなく、「９．申請資格」を満たしている申請について、審査します。書類審

査と、プレゼンテーション審査、両方を加味して実施します。 

 

 



13 

 

（審査項目） 

評価ポイント 配点 

分
析 

① 福島の風評の現状等、背景の分析ができているか。 ４ 

② 実施する事業の課題の抽出、整理ができているか。 ４ 

内
容 

③ 広報発信について、新たな試みなど創意工夫がなされている企画か。 １２ 

④ 申請者（企業、団体、地域）の課題解決につながる企画か。 １２ 

⑤ ＫＰＩ（広報目標及び達成するための評価指標）は適切に設定されてい

るか。 

１２ 

⑥ 地域広域連携が考慮されている企画か。 １２ 

⑦ 福島全体の風評払拭、交流人口に資する企画か。（他企業、他団体への横

展開の可能性がある企画か。） 

１２ 

⑧ 自走に向けたステップが明確な企画か。 ８ 

実
現
性 

⑨ 事業に必要な人員は確保されているか。 ８ 

⑩ 費用の積算（総額、内訳等）は適切か。 ８ 

⑪ スケジュールは適切か。 ８ 

合計 １００ 

 

（ほか加点項目） 

このほか、以下要件で、賃上げを行う企業に対して加点処理を実施します。 

以下のどちらかを公募事業者が満たすこと。 

 

(ア)令和５年４月以降の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給

額（※）」を［大企業：３％・中小企業：１．５％］以上増加させる旨を従業員に表明して

いること。 

(イ)令和５年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（※）」

を［大企業：３％・中小企業：１．５％］以上増加させる旨を従業員に表明していること。 

※ 中小企業等においては、「給与総額とする。」 

※ 中小企業等とは、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６６条第２項、第３項及び第６項に規

定される、資本金等の額等が１億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。 

※ 実施表明を行ったにも関わらず賃上げ基準に達していない場合（次年度の公募時に「法人事業概

要説明書」等の提出が必要）次年度の審査において減点対象となる場合があります。 

 

（３）採択結果の決定、及び通知について 

 採択された申請者については、本事業のＷＥＢサイトで公表するとともに、当該申請者に対しその旨

を通知します。なお、審査の経過や採択されなかった理由等に関するお問合せには応じられませんので

ご了承ください。 
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１３．交付決定について 

採択された事業者が、地域経済政策推進事業費補助金（地域の伝統・魅力等発信支援事業）交付規定に

基づき、事務局あてに補助金交付申請書を提出し、それを受けて事務局から交付決定通知書を事業者あ

てに交付した時点から補助事業の開始となります。 

なお、採択を決定した後、交付決定までの間に、事務局との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、

金額などに変更が生じる可能性があります。その際、交付条件が合致しない場合には、採択の取消しもあ

りますのでご了承ください。 

また、交付決定後、事業者に対し事務局から事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情

報の内容によっては、守秘義務の遵守を求められることがあります。 

 

［外部有識者によるアドバイスについて］ 

事業を進めるうえで、事業計画立案、販路開拓等のアドバイスを行う「外部有識者」を

活用することができます。事務局まで、電話にて個別にご相談ください。 

 

地域の伝統・魅力等発信支援事業事務局 

≪福島中央テレビ 地域貢献室内≫ 

０２４（９２３）３３０６ 

 

１４．その他 

① 交付決定日以前に発生した経費（発注含む）は補助対象にはなりません。 

② 事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場

合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に事務局の承認を得なければ

なりません。なお、経費の執行状況については別途「中間検査」を実施します。 

③ 事業者は、事務局が進捗状況等の報告を求めた場合は速やかに報告しなければなりません。

報告が滞った場合や事務局からの求めに対応せず、今後の事業実施が危ぶまれる場合には、

事業中止・廃止の対応をとる場合もあります。 

④ 事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に

区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了（廃止の承認を受けた

場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後５年間、事務局の要求があったときは、い

つでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

⑤ 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

⑥ 国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータ（注１）の取組を政府として推進すべ

く、事務局が行う補助事業者への補助金の交付決定等に関する情報（採択日、採択先（交付

決定先）、交付決定日、法人番号、交付決定額等）についても、ｇＢｉｚＩＮＦＯ（注２）に

原則掲載されることとなります。 
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注１ オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいよう

に、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、

機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める

利用ルールの下、インターネットを通じて公開すること。 

注２ ｇＢｉｚＩＮＦＯ（ジービズインフォ）は、法人番号の開始に伴い、政府のＩ

Ｔ戦略である「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（閣議決定）に基づき運用してい

る情報提供サイト。国内法人に関連する様々な情報を調べることが可能。 

 

１５．問い合わせ先 

 

 「地域の伝統・魅力等発信支援事業」事務局（福島中央テレビ 地域貢献室内） 

 メール：ｃｈｉｉｋｉ＠ｆｃｔ．ｊｐ 電話：０２４（９２３）３３０６  

平日 午前１０時～午後５時受付 

※ 問い合わせは、回答に正確性を期すため原則、電子メールにてお願いします。 

※ 問い合わせの場合は、件名を必ず「（問い合わせ）地域の伝統・魅力等発信支援事業」とし、日

本語で、質問者の所属、氏名、連絡先、質問内容を明記の上、送付してください。件名や項目が

欠けている場合は、お問い合わせに回答できない場合があります。 

 

ＧビズＩＤ及びＪグランツに関するお問い合わせ先 

ＧビズＩＤ 

ｈｔｔｐ：／／ｇｂｉｚ－ｉｄ．ｇｏ．ｊｐ 

「ＧビズＩＤ」ヘルプデスク  

ＴＥＬ：０５７０－０２３－７９７ 

受付時間：午前９時～午後５時 

※土・日・祝日、年末年始を除く 

Ｊグランツ 

ｈｔｔｐ：／／ｊｇｒａｎｔｓ‐ｐｏｒｔａｌ．

ｇｏ．ｊｐ 

「Ｊグランツ」経済産業省問合せ窓口  

メール：ｊｇｒａｎｔｓ＠ｍｅｔｉ．ｇｏ．ｊｐ  

 

 

 

以上 


